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インクルーシブ教育と含理的配慮 (概要版 )

― 普通学級における含理的配慮事例一

障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク

1、  普通学級での含理的配慮を考えるために (前提)

(1)イ ンクルーシブな教育制度の確立

教育行政 (国・地方自治体)は障害をもつ個人が、自身の住んでいる地i或社会の教育機関 (学校教育

だけでな <、 幼児教育、社会教育等、あらゆる年齢層の教育)で、一人の市民として、当たり前に学ベ

るよう法改正をはじめとする条件整備をしなければなりません。学籍簿を一元化し、障害の有無に関わ

らず必要な配慮と支援を受けながら自身の住んでいる地i或の教育機関で学 6ヽ ことができるように保障

されるべきです。

(2)障害をもつ―人ひとりに保障される含理的配慮

条約では、地i或の普通小中高等学校で、教育を受けるための含理的配慮を保障 しており、個人の権利

を保障 し、差別を是正するための必要な変更や調整 (合理的配慮)が行われないのは差別であるという

ことになります。

含理的配慮は、障害をもつ個人が必要な変更や調整を要求できるところに大きな特徴があります。個

人が含理的配慮を求めることができるのは、同じ地1或や制度で学んでいたとしても、その個人の環境や

ニーズとの相互関係によって必要な合理的配慮が異なるからです。また、含理的配慮の提供は、条件整

備が不十分であっても、設置者は故ぬがれるものではありません。

含理的配慮等を決める過程において、障害をもつ人及び保護者の意向は必ず尊重されなければなりま

せん。障害をもつ人にとっては、含理的配慮等は学びの保障のために非常に重要な事項になります。し

たがつて、自身の思いや考えを表明できるように、その過程において支援を受けることも重要です。

(3)必要な支援

権利条約は、含理的配慮に加えて、「有効な教育を保障するための必要な支援を提供する 〔第2条 (d)

項〕」としています。この必要な支援については、普通学級の中でも当然保障されるべきです。

合理的配慮と必要な支援は、条文では分けて規定されていますが、障害をもつ個人からは不可分なも

のとみるべきではないでしょうか。含理的配慮を要求する過程において、障害をもつ個人にとって何を

含理的配慮とするか、あるいは、何を必要な支援とするのかを区別することは意味をもたないからです。

通常学級で保障される合理的配慮と必要な支援を一体的なものとして扱うことになります。

(4)フルインクルージョンを目指す1固別支援措置

条約の第2条 (e)項では、「個別支援措置は、完全なインクルージョン (Fu‖ lnclusion)を 目標に」し、



「学業や社会性を最大限に伸ばす環境のなかで提供される」としています。したがって、行政による個

別支援措置は、インクルージョンをより完全にすることを目標にすること、その指向性を明確にしてい

ます。例えば、特別支援教室 。学校で障害をもつ個人が学んでいる場合であつても、学業の保障だけで

はな<社会性の発達をも最大限に伸ばすよう支援を請じなければならないのです。

この条文で規定している個別支援措置は、現行の教育制度では特別支援教育そのものを意味していま

す。特別支援学級や学校の教育は、現在提供されている教育内容からの変更 (フルインクルージョンを

目標とすること)が迫られていることになるのは、条約に照らし合わせると明らかです。

以上のように、(1)イ ンクルーシブな教育制度の確立、(2)障害をもつ―人ひとりに保障される含

理的配慮、(3)必要な支援、(4)フルインクルージョンを目指す個別支援措置 の4つを同時に整備

することが条約批准にあたつては重要となります。また、この制度構築にむけては、日本の国内法改正

は必須です。

2、 合理的配慮・必要な支援及び条件整備の具体例

(1) 全ての障害に共通なこと

① 障害の種類にかかわらず共通する含理的配慮、必要な支援

・教育課程について :画―的なカリキュラムの変更。全員が参力0できる教授方法の工夫 。見直し。

・担任一人に負担が集中しないような人的な確保 :副担任 ティーム・ティーチング

・試験方法や評価の見直し。変更

② 障害の種類にかかわらず共通する条件整備

・学級規模の少人数化

。学習指導要領の大綱化、各学校ごとに教育課程を自主編成し、教員が授業を倉」意工夫できる時間

的・精神的余裕をもてるようにする

(2) 視覚障害者

① 視覚障害者への含理的配慮、必要な支援

。点字教科書 。点字教材

・拡大図書・拡大文字による副教材 。資料、拡大読書器

。アクセシブルな電子教科書

・パソコン・点字プリンター・音声読み上げ等、支援ツールの利用

・音声による説明 。対面朗読 (「その」「あの」等指示語を使わないなどの配慮)

。触つてわかる地球儀や地図、漢字習得の点による漢字表示などの触覚冨」教材

・体育・生活科などの実技教科における授業指導の配慮

。盲ろう、盲と矢目的障害などの重複障害の場合の意思疎通の通訳者・アテンダント

・通学等の移動支援

② 視覚障害者に対する条件整備

。点字教科書、点字教材、拡大図書、拡大文字、電子書籍等のデジタル教科書・副教材・資料を作

成するツールと人的保障



・デジタル化対応のための法整備 (教科書・副教材制作会社からのテキス トデータ提供を法的に義

務付ける)

。対面朗読、音訳者、アテンダントの育成→現状ボランティアがほとんど。各地のボランティア団

体や視聴覚センターの資源をどう教育委員会・各学校とむすびつけるのか制度整備が急務。

。拡大読書器、点字ディスプレイ、印刷物の音声・点字変換出力機器等の補助機器の貸与等

・校舎内要所への点字ブロック等の設置

(3)聴覚障害者

① 聴覚障害者への合理的配慮、必要な支援

。手話通訳、PC要約筆記、ノートテイク

・音声教材への字幕、文字説明

。授業・行事等での音声情報を補う視覚情報 。文字説明 (PC要約筆記によるスクリーン字幕や端末

での表示)

。磁気ループなどの補聴設備

・音楽 。英語のヒヤリング授業等への配慮

② 聴覚障害者に対する条件整備

・手話通訳、PC要約筆記、ノートテイク等の人材養成 。派遣制度

。通訳者・筆記者等がすべて介在するのではな <、 授業や行事のなかで子ども同士・教師と当該の子

どもが意思疎通できるよう、ひらがな 。漢字を覚えながら手話も教えるなどの工夫ができるよう、

授業プログラムの改変、人的保障をする。

(4) 盲ろう者

① 盲ろう者への含理的配慮 。必要な支援

。指点字・触手話など、その人のニーズにあったコミュニケーション保障

。その人の状態 。ニーズに応じて、視覚 。聴覚に関する情報保障 (1、 2)に順ずる

。触ってわかる地球儀や地図、漢字習得の点による漢字表示などの触覚副教材

。体育 生活科などの実技教科における授業指導の配慮

・パソコン等の支援ツールの利用

・音楽・英語のヒヤリング授業等への配慮

・通学等の移動支援

② 盲ろう者に対する条件整備

。指点字、触手話の通訳者の養成

。盲ろう者へのパソコン等、 1丁 ツール指導者の養成

。その他、視覚・聴覚に関する条件整備 (1.2)に 順ずる

(5) 肢体不自由者・車いす利用者

① 肢体不自由・車いす利用者への合理的配慮、必要な支援

・介助員等の人的配慮 *

・アクセシブルな電子教科書



・パソコン等支援ツールの利用

。体育・生活科などの実技教科における授業指導、運動会等での競技参加の仕方の配慮

・教室移動等の時間的配慮

・試験時間の延長、試験方法の変更 。工夫 (代筆・読み上げ 。PC利用・記述式から選択式へ変更等)

。通学等の移動支援

② 肢体不自由・車いす利用者に対する条件整備

。学校設備のバリアフリー化 (段差の解消、エレベーター、車いすで利用できるトイレ・水道他の設

備)

。 介助員派遣制度と介助員養成*

(6)知 的障害・情緒障害

① 矢0的障害 。情緒障害への合理的配慮、必要な支援

。介助員等の人的配慮 *

。画一的なカリキュラムの変更。同一教材で共に学

`ヾ

ための指導方法の工夫

・試験の方法、評価方法の変更 (授業への参加 。関心度を評価等)

。アクセシブルな電子教科書

② 知的障害 。情緒障害に対する条件整備

。学習指導要領の大綱化、各学校ごとに教育課程を自主編成し、教員が授業を倉」意工夫できる時間的 。

精神的余裕をもてるようにする

。介助員派遣制度と介助員養成*

(7) 医療的ケアを必要とする人

① 医療的ケアを必要とする人への合理的配慮、必要な支援

。医療的ケアをする介助者 (パーソナルアシスタント)等の人的配慮

。通学に関する移動支援

② 医療的ケアを必要とする人に対する条件整備

・主治医・着護師 (医療機関)との連携体制

・医療的ケアに関する理解を進める講習

。医療的ケアに必要な設備の整備

*介助員等の人的配慮については、建物 。設備や支援ツールの整備以上に必要とされる配慮に個人差が

大き<、 また支援を与える倶」のスキル・個人的な考え方によっても違つて<る (一言で言えば相性の

問題がある)ので、別添資料に、介助員についての考え方、ガイドラインを整理した。(概要版省略)

3、 普通学級で学んだ経験者からの、含理的配慮に関する要望

(1)事例 1 学籍―元化と教員の意識変革が含理的配慮の前提

中学では、級反や担任教師が、お互いを矢□るまでに時FB5を要する学年はじめ、時間害」のこと、準備物

の連絡など学校倶」の配慮が欲しかつたです。担任が、班の級友に協力を要請するなどして<れたら、教



育活動にもなつただろうにと用いましたが、「普通学級に居るのだから特別扱いはしません、皆と同じ

です。」という担任で、中3では不登校になり、不登校児童のための教室に通いました。

普通学級で9年間を過ごして実感するのは、まずは、障害を持った子がクラスに居ても当たり前とい

う状態になることがなにより必要だと思います。同―学籍はインクルーシブ教育には必須だということ

です。そして教師の意識の変革が何より重要。「集団」を同一行動をとるものと考えるか、ひとりひと

り違う個性が集まっていると考えるかで、大き<違います。教師・学校が、障害児がいることでかかえ

る困難を、障害のせいにしがちです。具体的に何に困っているのか?と考えて欲しい。何があれば、ど

うあれば、その困難は解消・軽減されるか ?合理的配慮とはそういうことだと思います。

(2)事例 2 希望 した人的配慮がなかつたため骨折を繰り返 し充分な移動ができなかつた。

小学校入学時に校長、教務主任などと相談し、校長から教育委員会へ学校の設備改造と、人的支援を

お願いしたとのことだが、設備改造 (玄関のスロープ化、水道の蛇□の1曽設、 トイレの改造)は行われ

たものの、人的配慮は得られなかった。これらの改造はもちろん役に立ったが、私たちが求めたのは人

的支援であり、人的援助があれば、改造がな<ても学校生活を充分安|い して楽しいものとなつた可能性

がある。易骨折性のため骨折しないよう見守りが必要であるが、その人的配慮がなかったため校内で2

回、合計3箇所を骨折し、手術、入退院を繰り返さなければならなかつた。頭を打てば、死亡の可能性

もあるので、教育委員会へも、その危険性を指摘 し、人的配慮をお願いしたが、「制度も予算もないの

で、おつしゃることはわかりますが、何もできないんです。」の一点ばりだつた。人的援助がなかった

ため、休み時間は外に遊びに行<こ とができず、いつも一人で過ごすことになつてしまったし、昼休み

に週に1回でいいから2階の図書室に行かせてほしいと要望したが、その望みも叶えられなかつた。

4、 最後 に

「含理的配慮」や「必要な支援」は強制されるものではな <、 個人の了解のもとでなされないといけ

ません。また、現在日本で進められている特別支援教育は、「必要な支援」ではなく障害によつて分け

た上での「個別支援」でしかありません。権利条約との整合性を考えるのなら、個別支援もフルインク

ルージョンの目標に則し、社会性の発達が最大限保障されるものでなければいけません。

「含理的配慮」に関しては、その経費との兼ね合いから「合理的」かどうかという判断がありますが、

社会の成熟度や社会資源の量、護られるべき権利や自由の内容によって、その中味は可変であり、障害

者の要求する権利保障の幅によって変わってきます。財源がないという理由で、合理的配慮が全て否定

されるのではありません。例えばエレベーター設置の代わりに他の人的援助や物理的配慮等がなされる

など、他の人的物的財源によりその権利保障は当然行われます。要求する権利が無<なつたわけではあ

りません。

学校という公共建物は、地域の人すべてに開かれ、ユニバーサルに使える建物であるという考え方か

らすれば、学校のバリアフリー化は、そこで学ぶ障害のある子ども個人にとっての利益でなく、地上或社

会全体の利益と捉えるべきものであり、自治体の教育予算だけで勘案すべきものではないと考えます。

同様に、情報障害に関する合理的配慮、支援ツールは学校だけで使うものではな<、 社会教育やひろ

<公共の資源として共有化できるものです。その意味では、盲学校やろう学校等での経験や支援ツール

などの資源を地1或の学校で共有し、地1或社会に広げてい<こ とは、インクルーシブな社会づ<りの基盤

になるものです。 以上
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障がい者制度改革推進会議 議長 様

障害者放 送協議 会

代表 笹川 吉彦

障害者 基本 法 にお け る、情報 にアクセ スす る権 利 の保 障 につ いて

平素より障害者の権利の推進にご尽力を賜 り、心より敬意を表 します。

私たちは障害者関係団体により1998年 に設立された協議会で、現在は 20団体により活動

しています。設立以来、放送、通信などの情報アクセスの向上に関する活動に取 り組み、行政や

国会議員との意見交換、提言、広報のための冊子の作成やセミナー等の開催を行つています。

情報へのアクセスは、現代の社会生活を送るうえで不可欠であり、誰もが保障されるべき権利

ですが、実際には障害者は多くの情報が利用できず、時に生命や財産にも関わる大きな困難に直

面しています。

現在、障がい者制度改革推進会議では、障害者基本法改正の議論が行われていますが、あらゆ

る施策の基本となるこの法律に、情報にアクセスする権利の保障が十分に盛 り込まれるよう、下

記の意見を申し述べます。

記

|.「情報バ リアフリー」に関する規定について

障害者を情報サービスの対象者としてのみ捉えるのではなく、情報にアクセスする権利を明

確に規定 していただきたい。

障害者権利条約では、第 2条にコミュニケーションの定義が述べられたうえで、第 21条

においては 「あらゆる形態の意思疎通 (コ ミュニケーション)であって自ら選択するものに

より、表現及び意見の自由についての権利を行使することができること」が規定されている。

また推進会議第一次意見においては、「障害者も・・・表現の自由や知る権利の保障の下で、

情報サービスを受ける権利を有してお り、自ら必要とする言語及びコミュニケーション手段

を選択できるようにするとともに、障害者が円滑に情報を利用し、その意思を表示できるよ

うにすることが不可欠である」と述べられている。

特に、情報を得るのみな らず、自ら選択する手段等で意思表示・情報発信できることが、

コミュニケーションの保障として重要である。

障害者基本法では、これ らの権利を明記すべきであり、これに基づく形で、国、地方公共

団体、事業者等の責務を規定するべきである。



2.放送へのアクセスを確保するよう明確に規定 していただきたい。

また、障害当事者によるモニタリングを規定 していただきたい。

放送については、極めて公共性が高いものであり、これにアクセスできることは社会生活

上不可欠である。字幕放送、解説放送、手話放送の推進が行われているが、なおアクセスで

きない番組は数多く、手話放送については現在の技術や規格では普及が困難とされ数値目標

による指針も出されていない。

字幕、解説、手話を含む、障害者自らが選択する方法で放送を利用できるためには、放送

法にアクセシビリティの規定を明確に設けること、また IP放送においても通常の放送と同

様のガイ ドラインを設けること、また、手話によるアクセスを直ちに保障するため、手話の

補完放送を法的に位置づけることなどが必要である。

障害者基本法においては、このような観点から、放送へのアクセスを確保するよう明確に

規定すべきである。また放送について、当事者参加によるモニタリングについても規定すべ

きである。

3.放送と通信の融合を踏まえ、通信へのアクセスを確保するよう明確に規定 していただきたい。

放送法改正案では、放送と通信の融合時代に合わせるとして、コンテンツ提供事業者と設

備提供事業者に分けて免許を与える仕組みが提案されている。このような背景も踏まえ、通

信へのアクセスを確保するよう明確に規定すべきである。

電話 (一般電話のほか、携帯電話、スマー トフォン、IP電話等も含む)やインターネット

を含むさまざまな通信については、コミュニケーションの手段として障害者自らが選択する

方法で、追加の負担なく、情報を受信・発信 (意思表示)できることが求めらる。このため

には、米国など諸外国の法制度も参考にしなが ら、情報アクセスを保障する新たな法制度を

制定することも含め、当事者参加を基本とした、包括的な施策が必要である。

4.放送・通信の規格策定や機器開発、およびモニタリングヘの障害当事者の参加を規定してい

ただきたい。

｀
放送・通信分野においては、その方式に関する規格や機器製造に関する規格が重要な役割

を果たしている。しかし、現状においては、これらの規格には、音声対応や手話・字幕の表

示など情報アクセスの観点が十分に盛り込まれておらず、また規格の策定に障害当事者がか

かわっていないことが多い。また規格や機器を障害当事者の立場から評価・検証する仕組み

も確立されていない。障害者は、放送・通信における重要な情報発信者および受信者であり、

その認識のもとに、これらの規格の策定においては障害当事者を必ず参加させるよう、基本

法に規格策定、機器開発、およびそのモニタリングヘの当事者の参加を規定すべきである。

‖.著作権と、情報にアクセスする権利について

1.障害ゆえに多くの著作物が利用できない実情を踏まえ、情報にアクセスする権利、文化的生

活に参加する権利を明確に規定していただきたい。



著作者の権利は大切であり守らなければならないが、同様に、障害者権利条約第 21条、30条

にある情報にアクセスする権利、文化的生活に参加する権利が保障されなければならない。

今年 1月 に施行した改正著作権法は、障害者が著作物を利用するための情報保障の観点から、

大きな前進であり評価するものだが、なお課題が残されている。例えば、次のような課題が挙げ

られる。

。障害の種類について。例えば、ALS、 脳性まひ、その他上肢の障害から、ページがめくれず

通常の著作物が利用できない人などが、情報保障の対象に含まれるか必ずしも明確でない。

現在のような限定列挙による権利制限規定では、著作物の利用上困難があっても、必ず対

象か ら漏れ出る人が出る。

・情報保障のための複製等を行う事業者の指定についても、同様に限定列挙的な規定がなされ

ているため、法改正でその範囲が広がったとはいえ、技術や実績があっても、この指定か

ら漏れ出る人たちがいる。

・情報保障のための複製製作物に対してコピーガー ドや これに代わる 「表示」を求めるなど、

情報保障のための活動になお負担が大きいこと。

・映画等の複製物を貸与する場合に補償金を支払うことについて。障害者の情報保障のために

行われる場合は、公的負担とするなど、利用者や情報保障を行う者に負担が及ばないよう

にすべきである。

など

このほか、インターネットや電子書籍など、新たな技術の普及が進んでいるが、総務省の平成

22年度 「新 ICT利活用サービス創出支援事業」に電子出版 DRM/UI仕 様書が含まれるなど、

障害者の情報アクセスの確保と逆行する動きもある。電子書籍などへのアクセスの確保も課題で

ある。

障害者が著作物を利用するための様々な配慮は、本来著作権者が自ら行うべきものであるが、

これを補完するために行われている情報保障の活動に対し、著作権法が障壁とならないよう、法

の整備やその運用に際して徹底すべきである。

現在議論されている権利制限の一般規定 (日 本版フェアユース)を障害者の著作物利用にも適

用することを含め、さらなる改善を求めたい。

以 上



教育 (実施・検討にあたっての留意点)

文科省 0別紙2-1についての意見書

2010年 12月 13日

大 谷 恭 子

1、 「現行制度が原則分離別学の仕組みになっている」という指摘はあた らないというこ

とについて

(結論)現行制度は原則分離別学であり、例外的に統合されている。これ については、特

特委員会においても確認され、別紙 2-l(2枚 日)においても記載されている。文科省が

挙げる理由は、いずれも制度が分離別学になっていることを否定するものではなく、かえ

ってそれを裏付けるものである。

0勇力 θ夕の学校教 育法改正′ごまク、近″のデタを含め、//ヽ 。申学校等の時諄■雄 教 育を推進

%ン 明確 .こ規定 %″ るた、

上記は、従来普通学級に就学 していた発達障害のある子に対する特別支援を主

に想定 したものであり、これによって、従来は特別支援学校・学級にいた子が

普通学級で支援を受けられるようになったわけではない。

勿 学ヂ″′ごつクヽ

“

、勇咳ノイ争疫まり認定就学制度を導入 ι、

認定就学制度は、本来は特別支援学校に行くべき子なのだが、学校がバ リアフ

リーになっている等一定の条件のもとに例外的に普通学校に行くことができる

ことを 「認定制度」として制度化 したものである。まさに原則が分離だからこ

その制度である。

0ク ノθ年度よクノ貯 勿 猪 子どう尚 考 診 夫定 tこ際 た 鉄 護者 のノ意見の穂取 の義務付 ゲ

を″う

保護者の意見聴取はインクルーシブ教育制度からの要請ではなく、養育・監護

責任者 としての保護者の権能および適正手続きか らの要請である。

ア炭′I役プ ノ′易 御 ″ 脚 ζ 就学基準 に該当 ナろi%の 約θ駒りヽ実際 /_‐ /まグヽ学校 に所

学ια るとクヽラ現状 |こ鑑みれば

3割の子どもが、すべて認定就学でない事は文部科学省のデータからも明らか

である (平成 17年の認定就学者は、131人。小学校入学者は、352人。 )

就学基準に該当せず、しかも認定就学でもない子は、多くは保護者の強い希望によって、

保護者の負担のもとに普通学校に就学 している。この子たちは現行法制度上明確に位置づ



けられていないがゆえに、支援の制度的・法的保障がない。この子らを制度的に位置付け、

支援する必要がある。これができないのは就学基準に該当する子は原則分離別学にすると

の制度があるからである。よって決して就学基準に該当しない子の 3割が小学校に在籍し

ていたとしても、この子どもの支援を法的に位置付けていない現行制度は、これをもって

インクルーシブの方向性だということはできない。

2、 特特委の方向性について

これについては、すでに11月 15日 推進会議で意見を提出済みであるが、以下補足する。

(イング4レー″ スタ彫脅義 tすでν窃笏杉彰経セ功商啓だついつ

0″ ″ ⌒ /ブ教 識システス包容 力ろ〃弩毬動 のどなとそれに府力ヽつていく方向″′ご魏

インクルーシブ教育システムの理念と方向性だけではなく、制度的保障をどのように作っ

ていくかが問われている。

C″″ ⌒ ンブ教 ミシステムにおクヽては、層ど易でズ′ご学ぶことを追求 ナるととう

インクルーシブ教育システムとは、同じ場で共に学ぶことを「追求する」のではなく「保

障する」のである。

待月Jな夕訂的ニーメ
｀
のある児童生夕|こ対ιζ その統点で教育自勺ニーズに漏6釣確 ′ごンタ

ろ指導を提夕できる多度で柔軟な仕組みを整″オること力ゞ重要Oi%の デ習権を先″オろ

多れから、近″の学級、通級 /ごまる指導、蒔諄■難 学級、持男ヽ
=支

援学校とクヽった連続 `性のあ

る/7様な学ιバの易 を用意ιCX_~と/S必曳

必要なことは、多様な学びの「場」ではなく、普通学級での「多様な学びの保障」であり、

そのための多様な「支援」である。支援を場で分ける必要性はない。

0〃顔資″6含めた国民″今まを図クな″Sら、大きな枠組みを夕孝ナろ申で、/シ等′ご芦ら、ズ

″学ぶン体需Jを求めてクヽぐべまれ %。

「大きな枠組みを改善する」ことがもとめられていることは異論がない。この枠組みの改

善こそが、学籍―元化であり、一元化したうえで個別の支援を保障し、「共に育ち、共に

学ぶ」体制に改善するべきである。

(所拳相談 。所字芳決定のをの売ごついつ

θ下ノt~ノtのノ弩的ニーカ 月 駒 秘 所学先を失定 九 鑑 め、また、本人・グ孝者、学校、多

奢委員会″S″′′ご金隷形成を図るため、″多 笏 初 7うのグ育相談。支援を見幼児期を含

め″ 型ン必曳



早期相談、支援は、早期の段階から一人一人の子どもが地域の構成員として認められ、地

域で育つために保障されるのであって、 「教育的ニーズの保障する就学先を決定するた

め」や 「合意形成を図るため」ではない。

0所学基準 |こ該当 %β 多 笏 桝 7うは、腎兄■■支援 手校 tこ;京賢■就 費 %と クヽラ1違来 のフ学芳

決定の出組 貌 勧 あ 、″多 状態、本人 のケ育白勺ニーズ 本人・タノイクξ月、事F7家の′ま

月等を踏まえた″今島な笏 物 学先を決定 方う性組 みとナること力透 筑 その際、本人・

夕護者 |こ対 ι十分情報提雄 π つつ、本人 ″ダ護 者のノま月を最大限尊重 ι、本人・メ護者 と

夕 弩委員 会、学校 窃 ψ 言的 ニーズン 多 数 援 ′ごつい%減 形成 を図ク、最終″″″膚

町雄教 育委員会が次嵐

これは、現行制度を改めると言いながら、現行制度のままである (既述)。 問題は原則を

分離別学のままとするのか、統合を原則とするかである。学籍を一元化 し、個別支援計画

の中で個別の二―ズをどのように保障するかを、本人・保護者、教育委員会、学校等が協

議するべきである。そ して協議がどうしてもととのわず個別支援が策定できない場合の救

済策として、調整委員会が設けられうべきである。

3、 障害者基本法教育条項の文言について

(結論)「障害の状態に応 じ、十分な教育が受けられるようにする」 (14条 1項 )

を「同じ場で共に学び、障害の状態に応 じた十分な支援が受けられる」に変更

するべきである。

・ 搾 奮 の状態 |こ鬼■ど、十分なタル 授 ゲられるよラ/_~ナるノとクラ易 彼 場 疑 を 、イ〃ル ーシブ

な夕肯寺■■度と矛盾 九 %の で″なく、表夕を改める必Дはなクゝ ≠教審 においてる、イン%イι/―

/ブ教 育システム′ごおレヽては、/F7ε易で丼/_郭ととをど求 ナるととう′ご・…

インクルーシブ教育は、同じ場で共に学ぶことが原則である。どの子も分け隔

てなく教育を受ける権利を有 しているのであり、この権利を実現するために障

害の状態に応 じた支援が保障されなければな らない。 「同じ場で学ぶことを追

求する」との表現が中教審においても取 り上げられることは一歩前進ではある

が、これをどのように制度的に保障するかが明確ではない。この趣旨を基本法

に明記することが必要である。そのためには従来の分離別学の根拠ともなって

いた基本法の文言を改めるべきである。

4、 就学先の決定を保護者に全面的に委ねることについて

(結論)就学先の決定を保護者に全面的に委ねると子どもの学習権を保障することが難 しく

なる可能性があるとして具体的に4つの場合を例示 しているが、いずれも理由がなく、

これを理由に保護者の決定権を否定することは不適切である。



―〃学前健診α 影 統個月りの教育支援計画のんグを認めなクため,こ障事の状態や教 討上の

ニーヌの把握・対■芯力S不可能な気 錫 ど ″護者の障書受容力藩 物 料 暢給

現行原則分離別学制度のもとでは就学基準により特別支援学校に就学すべき子の保護者が

普通学校への就学を求めると、障害受容がされていないと評価されがちであった。家族や

地域のなかで普通に暮らす一人の子どもとして育てたいと願う保護者が、現行制度のなか

では分離別学を強制されかねない就学時健診や個別教育支援計画の作成を拒否することが

あるのであつて、これは決して障害受容がされていないことではない。

一重度の障事物 は 雛 客 の努 子どうが
｀
′誌的 に2(要をする医療的ク/等のダ供力ヽ学校′ごお

いて物理的′二困難な易今

医療的ケアをどのように保障するべきかの問題であり、これを理由に保護者の決定権を疑

問視されることではない。

行動・情緒面の障事割 ご ク、″笏 7う /■重大な危事物 汲 ぶ恐れが力 暢給

障害等により他の子どもに重大な危害が及ぶ恐れが強い場合には、教育委員会が就学先を

決定するということであるが、この場合の「危害が及ぶ恐れ」は何をどのような根拠で判

断するのか不明であり、このような曖味な基準で障害のある子を障害のない子どもから分

離することは、重大な人権侵害となる恐れがある。

一危 葬 勧 子あ |こ対ケる虐待力`疑われ鰤 紛

虐待が疑われる場合はそのこと自体において子どもは保護されるべきである。かような例

外的場合を想定して一般的な就学先の決定権を論ずるべきではない。もちろん特別支援学

校への就学を拒否することが虐待 (ネグレクト)であるとの趣旨であるならば、論外であ

る。

5、 合理的配慮の具体的内容について

(結論)合理的配慮が保障されないことは差別であると障害者権利条約第 3条には記載さ

れている。「不釣り合いな又は過重な負担を課さないもの」との定義は、国によっては公

教育においては相容れるものではないとされており、合理的配慮の欠如が普通学級に就学

できない要件にされてはならない。

合理的配慮の具体的内容については、障害種別もさることながら、個別性が高いことに

留意する必要がある。合理的配慮等を決める過程において、障害をもつ人及び保護者の意

向は必ず尊重されなければならない。学校関係者、本人・保護者や支援者、第二者を交え

た協議調整の場を整備する必要がある。 (別紙「インクルーシブ教育と合理的配慮」参照)

以 上




